
コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務仕様書 

 

１．業務名  

コミュニティセンター自家用電気工作物保安管理業務 

２．契約期間  

令和５年４月１日～令和８年３月３１日（長期３年契約） 

３．履行場所 

石神コミュニティセンター  東海村大字石神内宿 1609 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

村松コミュニティセンター  東海村大字村松 3370-24 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

白方コミュニティセンター  東海村大字白方 2077 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 70ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

中丸コミュニティセンター  東海村大字須和間 345-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 150ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

舟石川コミュニティセンター 東海村大字舟石川 158-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 150ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

真崎コミュニティセンター  東海村大字村松 835-1 

（電圧 6,600Ⅴ 設備容量 100ｋVA 1 箇所 隔月点検） 

４．業務内容 

 （１）点検について 

①月次点検：隔月１回 

         別表「点検，測定及び試験の基準」中の「通常点検」欄に「○」のある項目につ

いて点検を行うこと。 

   ②定期点検：毎年１回（月次点検に含めて実施可） 

     別表「点検，測定及び試験の基準」中の「精密点検」欄に「○」のある項目に

ついて点検を行うこと。 

   ③この他必要に応じて臨時に点検を行うこと。 

※点検の結果は，コミュニティセンター及び東海村村民活動支援課に文書で提出

すること。  

 （２）その他 

   ・（１）に定める点検は，法令に定めるところにより電気主任技術者が行うこと。 

・本契約の締結及び業務の実施に当たり必要な手続き（届出等）があるときは，受

注者がこれを行うこと。手続きに係る費用は，契約金額に含むものとする。 

５．その他 

  本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は，東海村村民活動支援課と協議す

ること。 
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